
◎食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律 
（令和六年六月五日法律第四四号）   

一、 提案理由（令和六年三月二六日・衆議院農林水産委員会） 

○坂本国務大臣 食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案につきまして、その

提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 

 我が国の食料・農業・農村施策の基本的な方針を定める食料・農業・農村基本法につ

いては、制定から四半世紀が経過する中で、世界的な食料需給の変動、地球温暖化の進

行、我が国の人口の減少などの食料、農業、農村をめぐる情勢の変化が生じ、その制定

時の前提が大きく変化しております。 

 このため、こうした変化を踏まえて食料・農業・農村施策を講ずることができるよう、

基本理念を見直すとともに、関連する基本的施策等を定める必要があることから、この

法律案を提出した次第であります。 

 次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。 

 第一に、食料安全保障の抜本的な強化についてであります。 

 食料安全保障について食料の安定供給に加えて国民一人一人の食料の入手の観点を含

むものとして定義し、その確保を基本理念に位置づけます。この考え方に基づき、国内

農業生産の増大を基本とし、農業生産の基盤等の食料供給能力の確保の重要性、生産か

ら加工、流通、消費に至る食料システムの関係者の連携などを位置づけます。その上で、

国内農産物、農業資材の安定的な輸入の確保、食料の円滑な入手の確保、輸出の促進、

価格形成における合理的な費用の考慮などの基本的施策を講ずることとしております。 

 第二に、環境と調和の取れた産業への転換についてであります。 

 食料供給が環境に負荷を与えている側面があることに着目し、環境と調和の取れた食

料システムの確立が図られなければならない旨を基本理念に位置づけ、この考え方に基

づき、農業生産活動、食品産業の事業活動等における環境への負荷の低減の促進などの

基本的施策を講ずることとしております。 

 第三に、生産水準の維持発展と地域コミュニティーの維持についてであります。 

 我が国全体の人口減少に伴い農業者、農村人口が減少することが見込まれる中におい

ても、農業の持続的な発展と農村の振興を図っていくことができるよう、農業法人の経

営基盤の強化、先端的な技術を活用した生産性の向上、農業経営の支援を行う事業者の

事業活動の促進、農村関係人口の増加に資する産業振興、農地の保全に資する共同活動

の促進などの基本的施策を充実しております。 

 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いを申し上げます。 

二、 衆議院農林水産委員長報告（令和六年四月一九日） 

○野中厚君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 



 本案は、近年における世界の食料需給の変動、地球温暖化の進行、我が国における人

口の減少等の食料、農業及び農村をめぐる諸情勢の変化に対応し、食料安全保障の確

保、環境と調和の取れた食料システムの確立、農業の持続的な発展のための生産性の向

上、農村における地域社会の維持等を図るため、基本理念を見直すとともに、関連する

基本的施策等を定めるものであります。 

 本案は、去る三月二十六日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員

会に付託されました。 

 本委員会においては、同日、坂本農林水産大臣から趣旨の説明を聴取した後、質疑に

入り、四月四日には参考人から意見を聴取し、十日には宮城県及び福島県において視察

を行い、十五日には鹿児島県及び北海道においていわゆる地方公聴会を開催いたしまし

た。十七日には岸田内閣総理大臣の出席を求めて質疑を行い、翌十八日には、立憲民主

党・無所属及び有志の会の共同提案に係る修正案が提出され、趣旨の説明を聴取した

後、原案及び修正案を一括して質疑を行うなど慎重かつ熱心に審査を重ね、同日質疑を

終局いたしました。 

 質疑終局後、自由民主党・無所属の会、日本維新の会・教育無償化を実現する会及び

公明党の共同提案により、先端的な技術等を活用した農業の生産性の向上に資する施策

について、その対象として多収化に資する新品種を明記するとともに、育成に加えて導

入の促進を明記することを内容とする修正案が提出されました。日本共産党及び国民民

主党・無所属クラブからもそれぞれ修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしまし

た。 

 次いで、討論、採決を行った結果、国民民主党・無所属クラブの提案に係る修正案、

日本共産党の提案に係る修正案並びに立憲民主党・無所属及び有志の会の共同提案に係

る修正案はいずれも賛成少数をもって否決され、自由民主党・無所属の会、日本維新の

会・教育無償化を実現する会及び公明党の共同提案に係る修正案並びに修正部分を除く

原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○委員会修正の提案理由（令和六年四月一八日） 

○池畑委員 ただいま議題となりました食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律

案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その内容を御説明申し上げます。 

 本修正案では、先端的な技術等を活用した農業の生産性の向上に資する施策について、

その対象として多収化に資する新品種を明記するとともに、育成に加えて導入の促進を

明記することといたしております。 

 以上が、この修正案の内容であります。 

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 

○附帯決議（令和六年四月一八日） 



 地球規模での気候変動や国際情勢の不安定化、各国の人口動態や経済状況等に起因す

る食料需給の変動などにより、世界の食料事情は厳しさを増している。さらに、我が国

においては、基幹的農業従事者の減少が加速しており、農村の中には集落機能の維持さ

え懸念される所もあり、食料自給率は目標を下回り続けている。このような状況におい

て、「農政の憲法」とされる食料・農業・農村基本法が果たすべき役割は極めて大きく、

食料安全保障の確保、環境と調和のとれた食料システムの確立、多面的機能の発揮、農

業の持続的な発展、農村の振興等の喫緊の課題への機動的かつ効果的な対処が求められ

る。 

 よって、政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。 

     記 

一 食料安全保障の確保に関しては、国民一人一人が安全かつ十分な量の食料を入手で

きるようにすることが政府の責務であることを踏まえて施策を遂行すること。 

二 国民に対する食料の安定的な供給については、国内の農業生産の増大を基本として

確保し、これを通じて食料自給率の向上に努めること。農業生産においては、麦、大

豆、飼料作物等の国内生産の拡大、輸入に頼る農業資材から堆肥等の国内資源への代

替の促進など、食料及び農業資材の過度な輸入依存からの脱却を図るための施策を強

化すること。 

三 食料の価格に関しては、その持続的供給を支える国内農業の持続的な発展に資する

よう、食料供給に必要な費用を考慮した合理的な価格の形成に向けた関係者の合意の

醸成を図り、必要な制度の具体化を行うこと。 

四 農業の持続的な発展には、農業者の生活の安定と営農意欲の維持が不可欠であるこ

とから、農業経営の安定を図りつつ、農業の収益性の向上を図るとともに、農業従事

者の人権への適切な配慮等雇用環境の整備を図ること。 

五 国民一人一人が食料を入手できる状態を実現するためには、食料の提供を受けてそ

れを必要とする者に供与する活動等が重要な役割を果たすことから、関係省庁等が一

体となってその支援に必要な施策を講ずること。食料消費に関する施策については、

食品の安全性の確保を図る観点から、科学的知見に基づいて国民の健康への悪影響が

未然に防止されるよう行うこと。また、食育は、食料自給率の向上等の食料安全保障

の確保及び国内農業の振興に対する国民の理解醸成に重要なものであることから、そ

の取組を強化すること。 

六 国際的にも食料生産における労働者の人権、アニマルウェルフェア、自然環境等へ

の配慮の重要性が高まっていることを踏まえ、農業生産活動における人権の尊重、家

畜にできる限り苦痛を与えない飼養管理、環境保全の取組等を促進すること。 

七 備蓄食料については、計画的かつ透明性の高い運用を図ること。 

八 望ましい農業構造の確立においては、地域における協議に基づき効率的かつ安定的

な農業経営を営む者以外の多様な農業者が地域農業及び農地の確保並びに地域社会に



果たす役割の重要性を十分に配慮すること。 

九 農地を確保し、農業の持続的発展に資するよう必要な支援措置を講ずるとともに、

農業生産基盤に係る施設の維持管理などの費用の負担に対する支援措置を講ずること。

水田は食料安全保障及び多面的機能の観点から優れた生産装置であることに鑑み、地

域の判断も踏まえその活用を図ること。 

十 農業生産活動は自然環境の保全等に大きく寄与する側面と環境に負荷を与える側面

があることに鑑み、有機農業の推進等により、環境と調和のとれた食料システムの確

立を図ること。 

十一 安定的な農業生産活動のためには安定的な種子の供給が重要であることに鑑み、

その安定的な供給を確保するため地方公共団体等と連携して必要な取組を推進するこ

と。 

十二 農村は、食料の安定的な供給を行う基盤であり、かつ、国土の保全、自然環境の

保全等の多面的機能が発揮される場であり、農村における地域社会の維持が農業の持

続的な発展に不可欠であることに鑑み、食品産業の振興その他の地域社会の維持に必

要な施策を講じ、農村の総合的な振興を図ること。都市農業は、都市住民に地元産の

新鮮な農産物を供給する機能のみならず、都市における防災、都市住民の農業に対す

る理解の醸成等の多様な機能を果たしていることに鑑み、その推進に一層取り組むこ

と。 

 右決議する。 

三、参議院農林水産委員長報告（令和六年五月二九日） 

○滝波宏文君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、食料安全保障の確保等を図るため、基本理念を見直すとともに、関連す

る基本的施策等を定めようとするものです。 

 なお、衆議院において、多収化に資する新品種の導入等を施策として明記する修正が

行われております。 

 委員会におきましては、栃木県において現地視察を、岩手県において地方公聴会及び

現地視察をそれぞれ実施するとともに、参考人を招致してその意見を聴取したほか、岸

田内閣総理大臣にも出席を求め、農業者の所得を確保する方策、食料の合理的な価格形

成、農村振興の基本理念等について質疑が行われました。 

 続いて、本法律案に対して、立憲民主・社民及び国民民主党・新緑風会を代表して舟

山理事より総則及び基本的施策を修正する修正案が提出され、原案及び修正案に対する

質疑が行われました。 

 質疑を終局した後、討論に入りましたところ、立憲民主・社民を代表して横沢理事、

国民民主党・新緑風会を代表して舟山理事より、それぞれ原案に反対、修正案に賛成、

日本共産党を代表して紙委員より原案及び修正案に反対する旨の意見が述べられました。 



 採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本法律案は多数をもって原案どお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 なお、附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和六年五月二八日） 

 地球規模での気候変動や国際情勢の不安定化、各国の人口動態や経済状況等に起因す

る食料需給の変動などにより、世界の食料事情は厳しさを増している。さらに、我が国

においては、農業就業者数及び農地面積の減少に歯止めがかからず、農村人口の減少が

進む中で、生産基盤が弱体化している。政府は、産業政策と地域政策を車の両輪として

施策を講じてきたが、農村の中には集落機能の維持さえ懸念される所もあり、食料自給

率は一度も目標が達成されたことがない。このような状況において、「農政の憲法」と

される食料・農業・農村基本法が果たすべき役割は極めて大きく、その改正により生産

基盤の強化につながる理念と政策が構築されることへの期待が寄せられている。農業者

の所得の向上、合理的な価格の形成、生産基盤の維持強化等の喫緊の課題への機動的か

つ効果的な対処が求められる。 

 よって、政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。 

一 食料安全保障の確保に関しては、国民一人一人が安全かつ十分な量の食料を入手で

きるようにすることが政府の責務であることを踏まえて施策を遂行すること。 

二 国民に対する食料の安定的な供給については、食料の供給能力の維持向上を図り、

国内の農業生産の増大を基本として確保し、これを通じて食料自給率の向上に努める

こと。農業生産においては、麦、大豆、飼料作物等の国内生産の拡大、輸入に頼る農

業資材から堆肥等の国内資源への代替の促進など、食料及び農業資材の過度な輸入依

存からの脱却を図るための施策を強化すること。 

三 食料の価格に関しては、その持続的供給を支える国内農業の持続的な発展に資する

よう、食料供給に必要な費用を考慮した合理的な価格の形成に向けた関係者の合意の

醸成を図り、必要な制度の具体化を行うこと。 

四 農業の持続的な発展には、農業者の生活の安定と営農意欲の維持が不可欠であるこ

とから、農業経営の安定を図りつつ、農業所得の向上を図るとともに、生産基盤の維

持強化に必要となる農業就業者を確保するため、新規就農支援等を積極的に推進する

こと。 

五 障害者が社会の構成員としてあらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること

が重要であることに鑑み、障害者である農業者の役割分担並びにその有する技術及び

能力に応じて、生きがいを持って農業に関する活動を行うことを促進し、関係省庁一

体となり、障害者の福祉の向上を図るとともに、農福連携を推進すること。また、次

期食料・農業・農村基本計画において、障害者等も貴重な農業人材であることを明確

にすること。 



六 食料消費に関する施策については、食品の安全性の確保を図る観点から、科学的知

見に基づいて国民の健康への悪影響が未然に防止されるよう行うこと。また、食育は、

食料自給率の向上等の食料安全保障の確保及び国内農業の振興に対する国民の理解醸

成に重要なものであることから、その取組を強化すること。 

七 食料システムにおける人権の尊重、家畜にできる限り苦痛を与えないなどアニマル

ウェルフェアに配慮した飼養管理等を促進すること。 

八 備蓄食料については、各品目の特性に応じ、民間在庫・流通在庫や代替輸入・国内

増産の可能性、品目ごとのバランスも考慮した上で、適正な備蓄水準を検討し、計画

的かつ透明性の高い運用を図ること。 

九 望ましい農業構造の確立においては、地域における協議に基づき効率的かつ安定的

な農業経営を営む者以外の多様な農業者が地域農業及び農地の確保並びに地域社会に

果たす役割の重要性を十分に配慮すること。 

十 農地を確保し、農業の持続的発展に資するよう必要な支援措置を講ずるとともに、

農業生産基盤に係る施設の維持管理などの費用の負担に対する支援措置を講ずること。

水田は食料安全保障及び多面的機能の観点から優れた生産装置であることに鑑み、地

域の判断も踏まえその活用を図ること。 

十一 農業生産活動は自然環境の保全等に大きく寄与する側面と環境に負荷を与える側

面があることに鑑み、温室効果ガスの排出削減、生物多様性の保全、有機農業の推進

等により、環境と調和のとれた食料システムの確立を図ること。 

十二 安定的な農業生産活動のためには安定的な種子の供給が重要であることに鑑み、

その安定的な供給を確保するため地方公共団体等と連携して必要な取組を推進するこ

と。 

十三 農村は、食料の安定的な供給を行う基盤であり、かつ、国土の保全、自然環境の

保全等の多面的機能が発揮されるとともに、多様な産業を生み出す地域資源を有する

場であり、農村における地域社会の維持が農業の持続的な発展に不可欠であることに

鑑み、食品産業の振興その他の地域社会の維持に必要な施策を講じ、農村の総合的な

振興を図ること。都市農業は、都市住民に地元産の新鮮な農産物を供給する機能のみ

ならず、都市における防災、都市住民の農業に対する理解の醸成等の多様な機能を果

たしていることに鑑み、その推進に一層取り組むこと。 

  右決議する。 


